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臣と
工血

特ゐ‘ 

市政だより

地
方
自
治
法
第
則
条
第

3
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
下
記
に
つ
い
て
定
期

監
査
を
実
施
し
た

の
で
、
そ
の
結
果

を
同
条
第

8
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
報
告
す
る
。

昭
和
臼
年

3
月
凶
日

大
村
市
監
査
委
員
谷
本
守
光

大
村
市
監
査
委
員
永
田
光
雄

監
査
の
対
象

昭
和
白
年
度

(
4
月

1
日
j

m
月

孔
日
)
の
教
育
委
員
会
庶
務
課

一大
村
市
立
小
学
校
、
大
村
市
立
孟

一中
学
校
、
大
村
市
立
幼
稚
園
、
一

一大
村
市
立
学
校
給
食
共
同
調
理
ニ

一場

一

社
会
教
育
課

一大
村
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
一

大
村
市
中
央
公
民
館
、
大
村
J

一

市
少
年
セ
ン
タ
ー
、
大
村
市
一一

視
聴
覚
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

¥
一

一大
村
市
中
地
区
公
民
館

一

一大
村
市
西
大
村
地
区
コ
ミ
ユ

二

一テ
ィ
セ
ン
タ
ー

一

一大
村
市
立
図
書
館
、
大
村
市
立

一

一史
料
館

一

体
育
課

大
村
市
民
体
育
館
、
大
村
市
民

プ
l
ル
、
大
村
勤
労
者
体
育
施

設
屋
内
プ
ー
ル
、
大
村
市
営
陸

上
競
技
場
、
大
村
市
営
野
球
場

大
村
市
営
庭
球
場
、
大
村
市
営

補
助
グ
ラ
ン
ド
、

大
村
市
武
道

館、

大
村
市
弓
道
場
、
大
村
市

イ丁 lこ ， 
O お 明 市 大 相
け ( 立 村 撲
る郡学市場
財中校森
務 ) 屋 国 大
に 外運村
関 運動市
す 動広児
る 場場童
事夜、体

務 聞大育
の 照村館
執、

監
査
の
期
間

昭
和
日
年
ロ
月
四
日

l
昭
和
白
年

3
月
7
日

監
査
の
方
法

監
査
に
あ
た
っ
て
は
、
財
務
に
関

す
る
事
務
の
執
行
い
か
法
令
等
に
準
拠

し
か
っ
適
正
に
執
行
き
れ
て
い
る
か

を
主
眼
と
し
、
あ
ら
か
じ
め
監
査
資

料
の
提
出
を
求
め
る
と
と
も
に
関
係

職
員
か
ら
事
情
を
聴
取
し
、
関
係
諸

帳
票
(
簿
)
類
の
審
査
及
び
現
地
調

査
に
よ
り
実
施
し
た
。

監
査
の
結
果

監
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。
な
お
、
指
摘
事
項
に

つ
い
て
は
十
分
検
討
さ
れ
、
す
み
や

か
に
是
正
さ
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。

各
課
共
通
事
項

ー
、
事
務
専
決
及
び
代
決
規
定
に

つ

い
て支

出
が
伴
う
基
本
決
裁
及
び
契
約

締
結
伺
等
の
決
裁
区
分
は
、
財
務
会

計
上
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
大

「小学校(J5)

一寸中学校(5)

」幼稚園(28)
母校教育課(5)→

し共同調理場側
「 中央公民館(4)

コミ ヴ 三 子 |

、ーームム視 聴 覚
ィセンタ ~ ~ " 7G(l) 

|ライブラ リー

し少年センター(2)

中地区公民館(1)

図書館(4)

史料館(l)

村
市
財
務
規
則
第
日
条
及
び
大
村
市

教
育
委
員
会
事
務
局
処
務
規
則
第
4

条
(
大
村
市
事
務
専
決
及
び
代
決
規

定
の
準
用
規
定
)
に
よ
る
処
理
が
さ

れ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
。

適
正
な
処
理
を
す
る
よ
、
7
十
分
注
意

さ
れ
た
い
。

2
、
支
出
科
目
に
つ
い
て

各
施
設
の
軽
微
な
修
繕
に
つ

い
て、

工
事
請
負
費
か
ら
の
支
出
が
か
な
り

見
受
け
ら
れ
た
が
、

需
用
費
(
修
繕

料
)
か
ら
の
支
出
が
適
当
で
あ
る
の

で
、
支
出
科
目
に
つ
い
て
十
分
注
意

さ
れ
た
い
。

教育委

機構及び職員配置状況

昭和61年10月31日現在の機構及び職員配置状況は

次のとおリである 。

-o、
:n: 員

庶務課(7)

教
育
次
長

ω

教

育

長 3
、
備
品
管
理
に
つ
い
て

備
品
ム
口
帳
の
整
理
に
つ
い
て
は
、

使
用
保
管
責
任
者
の
交
替
に
よ
る
記

帳
整
理
が
な
さ
れ
て
い
な
い

こ
と、

備
品
台
帳
の
現
在
数
と
収
入
役
に
報

告
す
る
物
品
現
在
高
報
告
書
の
現
在

数
に
不
一
致
が
見
ら
れ
た
こ
と
、
台

帳
備
考
欄
等
に
鉛
筆
書
を
し
て
い
る

も
の
な
ど
が
あ
る

。
現
況
把
握
と
台

帳
整
備
に
は
遺
漏
な
き
ょ
う
さ
れ
た

社会教育課(6)

体育課(5)

※ ( )は職員数、外に嘱託職員11名

庶務課長は教育次長兼務、中央公民館長、視聴覚ライ

ブラリ ー所長、少年センタ一所長、 中地区公民館長は

社会教育課長兼務、史料館長は図書館長兼務

年 同 1日暮行 印 刷 所 / 九 州 凸 版 刷編集/広報公聴課義行戸斤/犬木才市待所ft附)(日M lll
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歳 入 予算執行状況
(昭和61年10月末現在)

科 目 予算現額 調 r疋~ 吉買 収入済額
予算現額に対する ヰ文 入 :$ 
収入済額の増減 対予算比 対調定比

教育費負担金 1，998，000円 1，961，615同 1，961，615円 ム 36，385円 98.2 % 100.0 % 

総務使 用 料 732，000 138，884 138，884 ム 593，116 19.0 100.0 

教 育 使 用 料 47，723，000 33，851，577 33，845，177 ム 13，877，823 70.9 100.0 

教育費国庫負担金 231，028，000 117，261，000 117，261，000 ム113，767，000 50.8 100.0 

教育費国庫補助金 131，150，000 O O ム131，150，000

教育費県補助 金 6，080，000 552，000 552，000 ム 5，528，000 9.1 100.0 

利子及び配当金 1，337，000 O O ム 1，337，000

教育費寄附金 1，000 1，050，000 1，050，000 1，049，000 105，000.0 100.0 

雑 人 1，931，000 975，449 845，279 ム 1，085，721 43.8 86.7 

言十 421，980，000 155，790，525 155，653，955 ム266，326，045 36.9 99.9 
L 

歳 出 (昭和61年10月末現在)

科 目 予算現 額 支 出 済 額 予算残額 執 行率

教育総務費 106 ， 131 ，000 円 59，000，346 円 47，130，654 円 55.6 % 

教育委員会費 2，175，000 1，126，350 1，048，650 51.8 

事務局費 103，951，000 57，869，556 46，081，444 55.7 

県立高等学校費負担金 5，000 4.440 560 88.8 

小学 校 費 225，720，000 126，173，835 99，546，165 55.9 

学校管理費 171，782，000 94.121. 900 77 ，660，100 54.8 

教育振興費 43，538，000 23，966，435 19，571，565 55.0 

学校建設費 10 ，400 ，000 8，085，500 2，314，500 77.7 

中学校 費 776，865，000 319，323，909 457，541，091 41.1 

学校管理費 79，077，000 49，841，482 29，235，518 63.0 

教育振興費 28，438，000 15，143，428 13 ，294，572 53.3 

学校建設費 669，350，000 254，338，999 415，011 ，001 38.0 

幼 稚 園費 199，038，000 90，386，756 108，651，244 45.4 

幼稚園費 198，038，000 90，205，756 107，832，244 45.5 

幼稚園整備事業費 1，000，000 181，000 819，000 18.1 

社会 教育 費 200 ， 172 ，000 103，558，485 96，613，515 51. 7 

社会教育総務費 133，109，000 71，368，645 61，740，355 53.6 

公民館費 39，956，000 18，761，836 21，194，164 47.0 

図書館費 15，063，000 8，388，954 6，674，046 55.7 

史料館費 2，025，000 1，115，160 909，840 55.1 

青少年対策費 6，222，000 3，784，500 2，437，500 60.8 

視聴覚教育費 3，797，000 139，390 3，657，610 3.7 

保 健 体 育費 288，540，000 162，588，401 125，951，599 56.3 

保健体育総務費 43，143，000 27，186，945 15，956，055 63.0 

体育施設費 54，139，000 32，691，622 21，447，378 60.4 

学校給食施設費 191，258，000 102，709，834 88 ，548，166 53.7 

5十 1，796，466，000 861，031，732 935，434，268 47.9 
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務

庶

課

ー
、
幼
稚
園
保
育
料
(
入
園
料
)

に
つ
い
て

現
在
毎
月
調
定
し
て

い
る
が
調
定

洩
れ
が
あ
る
。
入
退
園
や
幼
稚
園
就

園
奨
励
費
に
よ
る
保
育
料
の
変
更
が

あ

っ
た
場
合
に
は
、
増
減
調
定
や
納

付
通
知
洩
れ
が
な
い
よ
う
十
分
注
意

さ
れ
た
い

。

2
、
実
費
弁
償
金
(
学
校
体
育
館
電

気
料
)
に
つ
い
て

実
費
弁
償
金
の
収
納
簿
整
理
に
つ

い
て
、
収
納
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
な

い
も
の
(
通
知
書
発
行
)

、
消
込
し

て
い
な
い
も
の
、
収
納
簿
と
通
知
書

の
額
が
相
違
す
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。

計
数
整
理
に
つ
い
て
は
、
遺
漏
等
が

な
い
よ
う
十
分
注
意
し
、
相
違
す
る

も
の
は
調
査
し
、
適
正
な
事
務
処
理

を
す
る
よ
う
努
め
ら
れ
た
い

。

3
、
委
託
料
(
保
守
点
検
、
管
理
等
)

の
契
約
に
つ
い
て

川
基
本
決
裁
に
随
意
契
約
の
理
由

が
記
載
さ
れ
て
い
な
い

。

随
意
契
約
に
よ
る
方
法
は
例
外

的
手
続
の

1
つ
で
あ
り
、
地
方
自

治
法
施
行
令
第
即
条
の

2
の
1
項

に
列
挙
さ
れ
て
い
る
各
号
の

7
つ

の
要
件
の
い
づ
れ
に
該
当
す
る
の

か
記
載
す
べ
き
で
あ
る
。

同
契
約
書
で
契
約
年
月
日
の
記
載

洩
れ
な
ど
が
あ
る
注
意
さ
れ
た
い
o

N
基
本
決
裁
で
の
契
約
期
間
と
契

約
書
の
契
約
期
間
が
相
違
し
て

い

る
も
の
が
あ
る
注
意
さ
れ
た

い
。

同
契
約
期
間
が
年
度
中
途
か
ら
の

も
の
が
あ
る
が
、
不
時
の
故
障
等

も
考
え
ら
れ
、
保
守
点
検
業
務
委

託
契
約
は
特
殊
(
プ
l
ル
等
使
用

期
間
が
限
定
)
な
も
の
を
除
き
年

度
当
初
か
ら
年
度
末
の
契
約
期
間

が
適
当
と
思
わ
れ
る
の
で
検
討
さ

れ
た
い

。

保
守
点
検
、
管
理
業
務
等
委
託
の

状
況
は
、
し
尿
浄
化
槽
管
理
及
び

保
守
点
検
委
託
外
幻
件
1

3
、
8

3

7
千
円
で
あ
る
。

運
営
、
研
究
委
託
の
状
況
は
体
育

大
会
(
運
動
会
)
運
営
委
託
外
日

件

5
、
7
1
3
千
円
で
あ
る
。

4
、
工
事
施
工
状
況
に
つ
い
て

川
教
育
委
員
会
庶
務
課
施
工
分

(
発
注
)
の
施
工
伺
が
な
い

。

請
書
で
決
裁
さ
れ
て
い
る
が
、

請
書
で
の
決
裁
は
請
負
金
額
、
契

約
相
手
、
工
期
等
を
決
定
す
る
決

裁
で
あ
り
、
施
工
伺
で
は
な
い

。

適
正
な
事
務
処
理
を
す
る
よ
、
つ
注

意
さ
れ
た
い

。

同
契
約
書
で
契
約
年
月
日
の
洩
れ

又
条
文
整
備
が
さ
れ
て
い
な
い
も

の
が
あ
る
注
意
さ
れ
た
い
。

付
支
出
命
令
書
に
よ
る
工
期
(
請

書
省
略
)
よ
り
見
積
書
提
出
月
日

が
遅
く
な

っ
て
い
る
も
の
が
あ
る

注
意
さ
れ
た
い

。

工
事
の
施
工
状
況
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

(単位千円)

6
、
補
助
金
の
交
付
状
況

川
遠
距
離
通
学
費
補
助
金

補
助
対
象
は
通
学
の
片
道
で
児

童

4
M
以
上
、
生
徒

6
M
以
上
で

パ
ス
及
び
船
舶
を
利
用
す
る
者
で
、

補
助
額
は
通
学
費
の
額
か
ら
児
童

1
人
l
月
1
5

0
円
、
生
徒
1
人

1
月
5
0
0
円
を
控
除
し
た
額
に

日
を
乗
じ
た
額
で
あ
る
。

科 目 件数 契約額

小学校学校建設費 18 8，549 

小学校校舎等整備工事 18 8，549 

中学校学校建設費 19 721，170 

桜が原中学校校舎新築工事外 7 708，672 

中学校校舎等整備工事 12 12，498 

幼稚園整備事業費 181 

幼稚園園舎整備工事 1 181 

学校給 食施設 費 1 370 

共同調理場整備工事 1 370 

計 39 730，270 

工事施工状況5
、
重
要
物
品
に
つ
い
て

大
村
市
物
品
会
計
規
則
第
叩
条
第

3
項
の
規
定
に
よ
り
収
入
役
に
報
告

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
報
告
さ

れ
て
い
な
い
。
小
、
中
学
校
等
を
含

め
重
要
物
品
現
在
高
報
告
書
を
作
成

し
報
告
す
る
よ
う
に
さ
れ
た
い
。

補
助
人
員
は
小
学
校
お
名
、
中
学

校
1

2
0
名
と
な

っ
て
い

る
。
委

任
状
(
交
付
申
請
書
の
裏
面
)

に

委
任
相
手
、
年
月
日
の
記
載
洩
れ
、

変
更
申
請
の
際
、
正
規
の
様
式
に

よ
る
申
請
が
さ
れ
て
な

い
も
の
が

あ
る
注
意
さ
れ
た

い
。

補
助
金
の
交
付
状
況
は
次

の
と
お

り
で
あ
る
。

補助金交付状況

補助団体名 補助 事業名 子算額
補 助

支出済額(
決定額

大村東彼地区 学校同和教育研究 千4円3 千円 千円

同和教育研究協議会 協議会補助金

大村市生徒指導
生徒指導推進協議会補助金 200 

研究推進協議会

遠距離通学児童保護者 遠距離通学費補助金 728 651 651 

11 生徒保護者 11 10，450 7，689 7，689 

私JL幼稚園就園奨励 私立幼稚園奨励費
24，064 24，064 

該当園児保護者 補助金

大村市学校給食会 学校給食会補助金 5，576 5，576 3，507 

11 学校給食費補助金 8，914 8，914 7，120 

-3 
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7
、
各
種
扶
助
費
に
つ
い
て

要
準
要
保
護
児
童
・
生
徒
に
係
る

就
学
援
助
費
等
の
支
給
事
務
は
、
保

護
者
か
ら
委
任
さ
れ
た
各
小

・
中
学

校
長
名
に
お
い
て
執
行
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
処
理
は
適
正
に
行
わ
れ
て

し
た
。

各
種
扶
助
費
の
支
給
状
況
は
次
の
と

( 4月-10月)

AザI4， 校 中 寸"'"ー. 校 百十

区 分

人 員 金 吉買 人 員 金 吉買 人 貝 金 言買

人 円 人 円 人 円

学用 品 費 869 3，995，329 634 5，556，503 1，503 9，551，832 

小全ふ口 食 費 2，008 5，926，540 1，227 629，032 3，235 6，555，572 

修学旅行費 64 651，727 88 3，013，136 152 3，664，863 

医 療 費 71 217，060 22 74，870 93 291，930 

通 十主主'- 費 24 50，240 93 697，500 117 747，740 

特殊教育費 9 59，745 21 142.156 30 201，901 

5十 3，045 10，900，641 2，085 10，113，197 5，130 21，013，838 

各種扶助費支 給調

お
り
で
あ
る
。

8
、
奨
学
基
金
の
状
況

新
規
貸
付
奨
学
生
日
名
、
継
続
貸

付
奨
学
生
日
名
の
計
ロ
名
が
本
年
度

貸
付
奨
学
生
で
、
奨
学
金
は

1
人
1

月

7
、

0
0
0
円
と
な

っ
て
い
る
。

当
年
度
償
還
見
込
額
は
現
年
度

2
、

5
6
6
、

9
0
0
円
、
過
年
度

1
、

0
0
2
0
0
0
円
、
計
3
、
5
6
8

9
0
0
円
で
あ
る
。

日
月
末
の
収
納
額
は
現
年
度

6
7
3

9
0
0
円
、
過
年
度

2
2
6
、

5
0

0
円
、
計

9
0
0
、

4
0
0
円
と
な

っ
て
い
る
。
未
納
額
の
解
消
に
あ
た

っ
て
は
適
切
な
対
策
を
講
じ
収
納
促

進
を
図
ら
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。

社

会

教

育

課

※延対象人員及び金額

ー
、
公
民
館
使
用
料
の
調
定
と
所
属

年
度
の
区
分
に
つ
い
て

中
央
公
民
館
及
び
中
地
区
公
民
館

使
用
料
の
収
入
済
分
を

1
ヵ
月
ご
と

ま
と
め
て
事
後
調
定
さ
れ
て
い
る
た

め
帳
簿
上
毎
月
未
収
金
は
で
て

こ
な

い
。
使
用
料
は
前
納
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
前
納
さ
れ

て
い
る
も
の
は
少
な
く
、
か
な
り
の

期
間
経
過
し
収
入
さ
れ
て
お
り
、
表

面
に
出
な
い
未
収
金
と
な

っ
て
い
る
。

昭
和
白
年

1
月
(
昭
和

ω年
度
)
分

の
暖
房
料
が
昭
和
白
年
度
分
と
し
て

収
入
、
調
定
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ

る
。
使
用
料
の
調
定
は
、
毎
月
利
用

し
た
使
用
料
全
額
を
毎
月
調
定
す
る

の
が
望
ま
し
い
の
で
今
後
の
事
務
処

理
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
い
。

2
、
中
央
公
民
館
(
コ
ミ
セ
ン
)
の

使
用
料
に
つ
い
て

昭
和
白
年
4
月
分
、

8
月
分
の
使

用
許
可
申
請
書
、
使
用
報
告
書
を
検

査
し
た
が
、
使
用
許
可
申
請
書
の
印

洩
れ
及
び
所
長
ま
で
の
決
裁
欄
が
設

け
て
あ
る
が
係
員
の
み
で
処
理
、
又

使
用
料
の
算
出
誤
り
な
ど
が
あ
る
、

注
意
さ
れ
た
い
。

3
、
中
地
区
公
民
館
の
使
用
料
に
つ

い
て

川
昭
和
白
年
4
月
分

8
月
分
の
使

用
許
可
申
請
書
等
を
検
査
し
た
が
、

申
請
者
の
印
も
れ
、
使
用
報
告
書

が
な
い
も
の
な
ど
が
あ
る
注
意
さ

れ
た
い
。

同
冷
暖
房
使
用
料
の
計
算
方
法
は
、

大
村
市
公
民
館
条
例
施
行
規
則
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
使
用

時
間
又
は
端
数
時
間
が
初
分
未
満

で
あ
る
と
き
は
切
り
捨
て
、
初
分

以
上
は

1
時
間
と
し
て
計
算
す
る

と
な

っ
て
い
る
が
、
初
分
以
内
を

切
り
捨
て
、
初
分
を
越
え
る
と
き

1
時
間
と
し
て
計
算
き
れ
て
い
る

注
意
さ
れ
た
い
。

公
民
館
の
利
用
状
況
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

4
月
か
ら
日
月
ま
で

の
利
用
状

況
は
コ
ミ
ュ

ニ
テ

ィ
セ
ン
タ
ー
で

2
、

4
4

5
件、

5

5
、

7

9
1

人

(目
的
使
用

2
、

0
2
4
件、

3
2
、

9

7
1
人
)
、
中
地
区
公

民
館
は

1
、

4

1
6
件、

2

9

5

0
1
人

(目
的
使
用

l
、

3

3

7
件
、

2

5
、

1
2
0
人
)
と
な

っ
て
い
る
。

4 

4
、
委
託
料
(
保
守
点
検
、

の
契
約
に
つ
い
て

川
契
約
書
で
鉛
筆
書
、
入
札
関
係

書
類
で
業
務
名
等
の
記
載
洩
れ
が

あ
る
注
意
さ
れ
た
い
。

同
西
大
村
コ
ミ
セ
ン
の
委
託
契
約

書
に
契
約
金
額
は
予
算
の
範
囲
内

と
な
っ
て
い
る
が
契
約
金
額
及
び

支
払
い
方
法
に
つ
い
て
記
載
す
べ

き
で
あ
る
。

管
理
等
)

5
、
研
修
委
託
に
つ
い
て

川
成
人
、
婦
人
教
室
委
託
で
開
設

要
領
に
必
要
で
あ
る
収
支
予
算
書

の
添
付
及
び
実
施
期
間
等
の
未
記

載
な
ど
が
あ
る
。
注
意
さ
れ
た
い
。

同
生
活
学
校
の
委
託
に
つ
い
て
基

本
決
裁
が
な
い
、
注
意
さ
れ
た
い
。

保
守
点
検
、
管
理
業
務
等
委
託
は

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
清
掃
業

務
委
託
外
泊
件

8
、

8
8
9
千
円

で
あ
る
。

研
修
、
講
座
委
託
は
婦
人
学
級
研

修
委
託
外
叩
件

1
、

4
1
7
千
円

で
あ
る
。
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j兄

補助団体名 補助事業名 予 算 額 補助決定額 支 出 済 額

各 町 内 公 民 自官 町内公民館運営費補助 2，832 千円 2.808 千円 2，784 千円

11 町内公民館設備費補助 452 443 347 

11 (市内 5館) 町内公民館設置整備費補助 4，956 4，956 

各地区公民館連絡協議会 (8地区) 地区公民館連絡協議会補助 192 192 192 

大村市公民館連絡協議会 市公民館連絡協議会補助 240 240 240 

皇 丸 E雨 保 存 ぷヱ〉エ、 外 文化財保護事業 470 470 355 

大 村市 連 ぷ口入 官需 人 iZL Z 婦人団体育成 120 120 120 

大村市 P T A 連合会 PTA連合会運営 50 50 50 

大村市立幼稚園育友会連合会 幼稚園 PTA連合会運営 25 25 25 

大 村 市 青 年 団体連絡協議会 青年団体育成外 189 189 189 

大 村市民憲章推進協議会 市民憲章推進事業 400 400 400 

長崎県美術展覧会実行委 員会外 文化活動振興事業 1，357 20 20 

大村市青少年健全育成連絡協議会外 青少年健全育成事業 1，720 1，720 1，720 

ボーイスカウト大村第 l団育成会外 青少年団体育成事業 210 210 210 

状付交の金助補

( 4月-10月)

一般閲覧室 児 童 二Fコ」重Eー二 ZE3 K 言十

区分

男 女 計 男 女 百十 男 女 言十

図書館 9，067 14，365 23，432 6，738 9，448 16，186 15，805 23，813 39，618 

中地区
297 1，828 2，125 4，805 7，572 12，377 5，102 9.400 14，502 

公民館

宣瀬住民
O 35 35 1，044 705 1，749 1，044 740 1，784 

センター

竹松住民
O 275 275 1.060 3，605 4，665 1，060 3，880 4，940 

センター

福重住民
7 135 142 1.271 2，817 4，088 1.278 2，952 4，230 

センター

ニ浦住民
O 10 10 480 1，591 2，071 480 1，601 2，081 

センター

鈴田住民
26 83 109 707 1，362 2，069 733 1，445 2，178 

センター

松原住民
84 186 270 547 1，608 2，155 631 1，794 2，425 

センター

A口、 言十 9，481 16，917 26，398 16，652 28，708 45，360 26，133 45，625 71，758 

j兄状出貸館書図

6
、
工
事
施
工
状
況
に
つ
い
て

工
事
施
工
状
況
は
、

図
書
館
絶
縁

改
修
工
事
外
6
件

1
、

3
1
5
千

円
で
あ
る
。

7
、
補
助
金
の
交
付
状
況

交
付
申
請
書
が
鉛
筆
書
に
よ
る
も

の
、
交
付
決
定
日

の
日
付
洩
れ
が

あ
る
注
意
き
れ
た
い
。

体

~ 
同

課

ー
、
市
民
体
育
館
使
用
許
可
申
請
及

ぴ
許
可
に
つ
い
て

通
常
体
育
館
を
使
用
す
る
者
(
団

体
)
の
場
合
、
前
月
日
日
噴
実
施
す

る
調
整
会
議
に
合
わ
せ
、
使
用
許
可

申
請
書
を
提
出
き
せ
、
調
整
会
議
で

調
整
し
各
々
使
用
日
時
等
を
決
定
し
、

使
用
料
を
納
め
き
せ
て
許
可
書
を
発

行
し
て
い
る
。

2
、
市
民
体
育
館
使
用
料
の
収
納
事

務
委
託
に
つ
い
て

使
用
料
の
収
納
事
務
は
、
体
育
協

会
が
行

っ
て
い
る
(
領
収
に
は
大
村

市
体
育
協
会
の
領
収
印
を
使
用
)

。

し
か
し
、
体
育
協
会
と
の
委
託
契
約

書
に
は
「
使
用
料
の
徴
収
及
び
収
納

の
委
託
」
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な

地
方
自
治
法
施
行
令
第
四
条
の
規

定
に
基
づ
く
、
使
用
料
の
収
納
委
詫

契
約
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た

い。

FO
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3
、
市
民
体
育
館
使
用
料
に
つ
い
て

川
使
用
許
可
申
請
書
、
使
用
許
可

書
(
使
用
料
算
出
内
訳
書
)
が
な

く
、
納
入
通
知
書
の
み
で
使
用
料

が
徴
収
さ
れ
て
い
る
が
、
時
間
延

長
等
が
あ

っ
た
場
合
や
使
用
当
日

に
な

っ
て
電
灯
を
使
用
(
昼
間
)

す
る
こ
と
と
な

っ
た
場
合
は
、
既

に
提
出
済
使
用
許
可
申
請
書
及
び

発
行
済
使
用
許
可
書
の
控
に
そ

の

旨
記
載
さ
れ
た
い

。

同
大
村
市
民
体
育
館
条
例
で
昼
間

電
灯
を
使
用
し
た
場
合
、
夜
間
の

使
用
料
を
適
用
す
る
と
規
定
さ
れ

て
い
る
が
、
条
例
に
よ
る
取
扱
い

か
さ
れ
て
い
な
い
。
適
正
な
事
務

処
理
を
す
る
よ
う
努
め
ら
れ
た
い
。

付
使
用
料
減
免
基
準
の
内
規
を
昭

和
白
年

5
月
ロ
日
付
の
決
裁
(
教

育
長
ま
で
)
で
定
め
ら
れ
て
い

る

が
減
免
対
象
団
体
が
明
確
で
な
い

。

減
免
基
準
の
内
規
の
見
直
し
を

き
れ
た

い。

な
お
、
大
村
市
事
務

専
決
及
び
代
決
規
定
第
6
条
で
公

の
施
設
の
使
用
料
減
免
に
関
す
る

こ
と
は
、
助
役
の
専
決
事
項
で
あ

る
注
意
さ
れ
た

い。

同
ト
レ

ー

ニ
ン
グ
室
使
用
で
利
用

証
交
付
申
請
書
の
提
出
及
び
利
用

証
の
交
付
が
な
さ
れ
て

い
な
い
か、

大
村
市
民
体
育
館
条
例
施
行
規
則

第
6
条
、
第

7
条
に
よ
り
利
用
証

交
付
申
請
書
の
提
出
に
よ

っ
て
利

用
証
を
交
付
す
る
こ
と
に
な

っ
て

い
る
注
意
さ
れ
た

い
。

な
お
、

同
施
行
規
則
に

つ
い
て
条

文
の
整
備
を
検
討
さ
れ
た
い
。

同
昭
和
臼
年

3
月
申
請
で
4
月
体

育
館
使
用
分
の
収
納
事
務
に
つ
い

て
は
、
昭
和
白
年

3
月
日
日
調
整

会
議

(同
日
付
申
請
書
提
出
↓
申
請

日
を

4
月
1
日
に
修
正
)

で
使
用

日
を
決
定
し
、

統
計
上
の
都
合
で

昭
和
白
年
度
歳
入
と
す
る
た
め
4

月
1
日
以
降
に
納
入
き
せ
許
可
証

を
発
行
し
て
い

る

(許
可
証
は
全

て
4
月
1
日
付
以
降
で
修
正
な
し
)

事
務
取
扱
と
の

こ
と
だ
が
、
現
実

は
3
月
日
日
に
納
入
さ
せ
て
い
る

た
め
地
方
自
治
法
施
行
令
第
山
条

第
2
項
に
よ
り
、
旧
年
度
歳
入
が

望
ま
し
い
の

で
今
後
の
事
務
取
扱

い
に
つ
い

て
検
討
さ
れ
た
い。

4
、
市
民
プ

l
ル
、
屋
内
。
7
l
ル
使

用
許
可
申
請
及
び
使
用
料
等
に
つ

い
て

川
市
民
プ

l
ル
、
屋
内
プ
l
ル
と

も
専
用
使
用
申
請
書
に
伴
、つ
使
用

許
可
証
が
発
行
さ
れ
て
い
な
い
。

専
用
使
用
料
は
使
用
許
可
証
の
使

用
日
数
、
時
間
等
で
算
出
す
る
も

の
で
あ
る
注
意
さ
れ
た
い

。

同
一
部
の
専
用
利
用
団
体
の
専
用

使
用
料
納
入
が
遅
延
し
て
い

る
。

大
村
市
民
プ
l
ル
条
例
第
6
条
、

大
村
市
勤
労
者
体
育
施
設
屋
内
プ

ー
ル
条
例
第

7
条
で
使
用
許
可
の

際
納
入
と
な
っ
て
い
る
注
意
さ
れ

た
し
。

州
市
民
プ

l
ル
、
屋
内
プ
ー
ル
は

減
免
基
準
が
定
め
ら
れ
減
免
さ
れ

て
い
る
が
、
市
民
体
育
館
に
準
じ

た
減
免
基
準
の
内
規
を
検
討
さ
れ

た
い
。

5
、
総
合
運
動
場
使
用
料
に
つ

い
て

川
収
納
簿
に
あ
り
使
用
許
可
申
請

書
が
な
い
も
の
、
使
用
料
の
算
出

誤
り
、
収
納
簿
に
使
用
料
金
額
の

記
入
洩
れ
、
使
用
許
可
申
請
書
の

申
請
者
印
洩
れ
、
雨
天
中
止
に
よ

る
返
納
金
で

二
重
返
納
、
同
じ
く

返
納
金
で
過
少
返
納
、
収
納
簿
の

返
納
金
額
誤
記
入
、
使
用
料
の
未

収
が
あ
る
の
に
、
雨
天
中
止
に
よ

る
返
納
金
を
支
出
し
て
い
る
な
ど
、

単
純
不
注
意
に
よ
る
も
の
が
あ
り

今
後
の
事
務
処
理
に
つ
い
て
は
十

分
注
意
さ
れ
た
い
。

同
野
球
場
使
用
料
を
減
免
し
て
い

る
例
が
あ
る
が
、
減
免
申
請
書
が

提
出
さ
れ
て
い
な
い

。
ま
た
減
免

基
準
が
明
確
で
な
い
た
め
取
り
扱

い
が
ま
ち
ま
ち
で
他
の
使
用
料
と

も
均
衡
が
保
た
れ
て
い
な
い
。

減
免
に
つ

い
て
は
、
野
球
場
等

の
総
合
運
動
場
、
森
園
運
動
広
場
、

学
校
屋
外
運
動
場

(郡
中
ナ
イ
タ

ー
)
等
も
他
の
体
育
施
設
に
準
じ

た
減
免
基
準
及
び
内
規
に
つ
い
て

検
討
さ
れ
た
い

。

6
、
体
育
施
設
使
用
料
の
納
入
に
つ

い
て
条
例
上
の
規
定

総
合
運
動
場
使
用
料
、
森
園
運
動

広
場
夜
間
照
明
施
設
使
用
料
、
市
民

体
育
館
使
用
料
、
市
民
ブ
ー
ル
使
用

料
、
屋
内
プ
ー
ル
使
用
料
に
つ
い
て

は
、
利
用
又
は
占
用
の
許
可
の
際
に

納
入
あ
る

い
は
使
用
許
可
の
際
に
納

入
と
な

っ
て
い

る
が
、
学
校
屋
外
運

動
場
夜
間
照
明
施
設
使
用
料

(
郡
中
)

に
つ
い
て
は
、
納
入
に

つ
い
て
何
も

規
定
さ
れ
て
い
な

い
。

体
育
施
設
使
用
料
の
納
入
規
定
に

つ
い
て
は
、
条
文
を
見
直
し
、
統
一

し
た
取
扱

い
を
す
る
の
が
望
ま
し

い
。

前
納
が
原
則
と
な

っ
て
い
る
施
設

で
市
民
体
育
館
、
市
民
ブ

l
ル
及
び

屋
内
ブ

i
ル
の
個
人
使
用
料
を
除
き

前
納
さ
れ
て

い
る
も
の
が
少

い
の
で

各
施
設
利
用
者
へ
の
指
導
及
び
事
務

取
扱

い
を
検
討
さ
れ
た
い

。

7
、
体
育
施
設
使
用
料
の
調
定
と
未

収
金
に
つ
い
て

各
施
設
使
用
料
の
収
入
済
分
を
1

ヵ
月
ご
と
ま
と
め
て
事
後
調
定
さ
れ

て
い
た
た
め
帳
簿
上
毎
月
未
収
金
は

で
て

こ
な
い

。
使
用
料
は
前
納
が
原

則
と
な
っ
て
い
る
が
、
か
な
り
の
期

間
経
過
し
収
入
さ
れ
て
お
り
、
表
面

に
で
な
い
未
収
金
と
な

っ
て
い
る
。

そ
の
た
め

3
月
分
の
調
定
額
は
3
月

中
に
利
用
し
た
使
用
料
と
当
年
度
中

で
利
用
し
た
未
収
使
用
料
の
合
計
額

と
な
っ
て
い
る
。
各
施
設
使
用
料
の

調
定
は
、
毎
月
利
用
し
た
使
用
料
の

全
額
を
毎
月
調
定
す
る

の
が
望
ま
し

い
の
で
今
後
の
事
務
処
理
に
つ
い
て

検
討
さ
れ
た

い
c

体
育
施
設
利
用
状
況
等
は
次
の

と

お
り
で
あ
る
。

4
月
か
ら
叩
月
ま
で
の
利
用
人
員

は
2
0
6
、
5
9
7
人
、
使
用
料
は

1
7
、
4
2
3
千
円
と
な
っ
て
い
る
。

6 

8
、
屋
内
プ

l
ル
使
用
料
公
金
収
納

委
託
契
約
に
つ
い
て

大
村
市
財
務
規
則
第
印
条
の

2
の

規
定
に
よ
り
委
託
契
約
は
締
結
き
れ

て
い
る
が
、
基
本
決
裁
で
納
入
義
務

者
の
範
囲
(
委
託
事
務
の
範
囲
)
が

屋
内
プ

ー
ル
個
人
使
用
料
1
人、

1

日
、
1
固
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し

委
託
契
約
書
の
委
託
事
務
に
そ
の
旨

明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
条
文
整
備
を

検
討
さ
れ
た
い。

9
、

委
託
料
(
保
守
点
検
、
管
理
等
)

の
契
約
に
つ
い
て

川
基
本
決
裁
に
随
意
契
約
の
理
由

が
記
載
さ
れ
て
い
な

い
。

随
意
契
約
に
よ
る
方
法
は
例
外

的
手
続
の

1
つ
で
あ
り
、
地
方
自

治
法
施
行
令
第
即
条
の

2
の
一
項

に
列
挙
さ
れ
て
い
る
各
号
の
7
つ

の
要
件
の
い
づ
れ
に
該
当
す
る
の

か
記
載
す
べ
き
で
あ
る
。

同
契
約
書
で
委
託
す
る
施
設
名
か

表
示
さ
れ
て
な
い
も
の
が
あ
る
注

意
さ
れ
た
い
。

付
契
約
期
聞
が
年
度
中
途
か
ら
の

も
の
が
あ
る
か
、
不
時
の
故
障
等
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も
考
え
ら
れ
、
保
守
点
検
業
務
委

託
契
約
は
特
殊
(
市
民
プ

ー
ル
等

使
用
期
間
が
限
定
)
な
も
の
を
除

き
、
年
度
当
初
か
ら
年
度
末
の
契

約
期
間
が
適
当
と
思
わ
れ
る
の
で

検
討
さ
れ
た
い

。

叩
、
市
民
プ

l
ル
、
屋
内
プ
ー
ル
モ

ー
タ

l
保
守
及
び
市
民
体
育
館
、

児
童
体
育
館
浄
化
槽
保
守
管
理
に

つ
い
て

基
本
決
裁
、
見
積
書
、
契
約
書
が

な
し
。

基
本
原
別
で
あ
る
書
類
が
整
備
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
は
単
純
不
注
意
に

よ
る
も
の
で
は
な
い
。
今
後
こ
の
こ

と
が
な
い
よ
う
十
分
注
意
し
、
事
務

処
理
を
す
る
よ
う
努
め
ら
れ
た
い
。

日
、
屋
内
プ
ー
ル
の
委
託
契
約
に
つ

い
て

委
託
契
約
書
で
契
約
金
額
及
び
支

払
方
法
に
つ
い
て
明
記
さ
れ
て
い
な

い
。
記
載
す
べ
き
で
あ
る
。

保
守
点
検
、
管
理
業
務
等
委
託
の
状

況
は
市
民
体
育
館
業
務
委
託
外
比
件

2

2
、
2

6
4
千
円
で
あ
る
。

研
修
、

.各
種
大
会
等
委
託
の
状
況
は
、

市
民
球
技
大
会
外
回
件
3
、
9
3
4

千
円
で
あ
る
。

口
、
工
事
施
工
状
況
に
つ
い
て

工
事
施
工
状
況
は
、
市
民
体
育
館

玄
関
屋
根
増
設
工
事
外
2
件
1
、
4

3
5
千
円
で
あ
る
。

日
、
補
助
金
の
交
付
状
況

川
基
本
決
裁
が
な
い
も
の
、
補
助

交
付
申
請
書
が
な
い
も
の
、
実
績

報
告
日
よ
り
交
付
決
定
日
が
遅
い

も
の
な
ど
が
あ
る
。
十
分
注
意
さ

れ
た
い
。

同
ス
ポ
ー
ツ
傷
害
保
険
加
入
者
負

担
金
補
助
金
で
保
険
加
入
依
頼
書

加
入
者
数
と
交
付
決
定
加
入
者
が

不
突
合
、
課
外
体
育
ク
ラ
ブ
活
動

補
助
金
で
補
助
申
請
ク
ラ
ブ
員
数

と
補
助
決
定
ク
ラ
ブ
員
数
が
不
突

合
の
学
校
が
あ
る
。
両
補
助
金
と

も
体
育
課
で
各
中
学
校
を
調
査
し

た
員
数
で
交
付
決
定
し
て
い
る
が

各
中
学
校
か
ら
の
申
請
員
数
の
不

突
合
(
郡
中
除
く
)
は
、
体
育
課

で
指
導
す
べ
き
で
あ
る
注
意
き
れ

た
し
。

補
助
金
の
交
付
状
況
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

r(.fコヲ

ー一点よ
"_V 打点

4が
補助団体名 補助事業 名 予算額 補助決定額 支出済額

大村市学校体 育連盟 長崎県中学ヰ交総合体育大会選手術宣費 500 千円 500 千円 500 千円

大村市体 育 協会 大村市体育協会補助 370 370 370 

I! 県民体育大会選手派遣費 2，060 2，060 2，060 

市内各中学校 スポーツ傷害保険加入者負担金補助 387 377 377 

I! 課外体育クラフ守活動助成金 1，325 1，325 1，325 

大村 市ス ポーツ少年団 スポーツ少年団助成金 50 50 50 

大村市柔道協会 スポーツテスト H 20 

大村市ソフ トボール協会外 市長杯ソフトボール大会外 350 350 112 

大 村 市 学校 体育連盟 大村市学校体育振興補助 496 496 496 

大村市学校保健会 大村市学校保健全補助 325 325 325 

長崎県中学校体育連盟 長崎県中学校総合体育大会 100 100 100 

長崎県高等学校体育連盟 長崎県高等学校総合体育大会 100 100 100 

備
品
実
地
検
査
状
況

備
品
実
地
検
査
は
、
小
学
校
日
校
、

中
学
校
5
校
、
幼
稚
園
叩
園
、
社
会

教
育
施
設
、
体
育
施
設
よ
り
抽
出
し

検
査
を
実
施
し
た
。

ー
、
実
地
検
査
月
日
及
び
対
象
施
設

l
月
比
日
州

大
村
小
、
大
村
幼、

旭
が
丘
小
、
大
村
中

コ
ミ
ュ
一
て
ア
ィ
セ
ン

タ
ー
、
市
民
体
育
館

西
大
村
中
、
松
原
小
、

松
原
幼

1
月
日

日
幽

1
月
加

日

ω

2
、
実
地
検
査
の
要
領

対
象
施
設
備
品
台
帳
よ
り
却

1
叩

種
類
の
備
品
を
抽
出
し
、
現
品
と
照

合
検
査
を
実
施
し
た
状
況
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

川
現
地
で
台
帳
と
現
品
を
突
合
し

た
結
果
、
大
村
中
、

2
幼
稚
園
を

除
き
不
突
合
備
品
が
か
な
り
あ
る
。

又
供
用
中
の
備
品
に
整
理
面
一
王
寺
の

表
示
が
な
い
た
め
突
合
が
困
難
な

も
の
が
あ
っ
た

こ
と
。

同
台
帳
作
成
は
現
品
に
よ
る
も
の
、

教
材
台
帳
等
に
よ
る
作
成
な
ど
各

学
校
相
違
が
あ
る
こ
と
。

川門
学
校
備
品
と

P
T
A
備
品
が
判

別
し
に
く
い
こ
と
。

川
門
備
品
の
活
用
状
況
に
つ
い
て
は
、

一
部
を
除
き
お
お
む
ね
良
好
で
あ

る
。
但
し
、
重
要
物
品
の

一
部
が

使
用
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る

-7 -
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こ〉」
。

同
廃
棄
処
分
の
手
続
済
の
備
品
を

保
管
し
て
い
る
学
校
、
手
続
は
し

て
い
な
い
が
使
用
不
能
備
品
を
保

管
し
て
い
る
学
校
が
あ
る
こ
と
。

付
新
設
開
校
時
に
学
校
聞
の
移
動

備
品
が
あ
る
の
に
備
品
台
帳
に
そ

の
旨
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

川
各
年
度
末
で
の
物
品
現
在
高
報

告
書
は
全
て
の
小
学
校
、
中
学
校
、

幼
稚
園
で
報
告
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

以
上
お
お
む
ね
の
状
況
で
あ
る
。

今
後
次
の
と
お
り
事
務
処
理
、
整

備
を
さ
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。

ω備
品
台
帳
は
大
村
市
物
品
会
計

規
則
及
び
学
校
予
算
事
務
取
扱

手
引
書
に
よ
る
再
整
備
の
必
要
が

あ
る
。
又
学
校
の
備
品
台
帳
を
編

さ
ん
す
る
場
合
市
内
全
学
校
統
一

し
た
整
備
が
望
ま
し
い

。

ω
P
T
A
備
品
が
判
別
で
き
る
よ

う
処
理
さ
れ
た
い

。

ω廃
棄
処
分
に
つ
い
て
は
、
使
用

年
限
(
耐
用
年
数
)
を
経
過
し
た

備
品
で
使
用
不
能
と
な

っ
て
い
る

も
の
は
正
規
の
手
続
き
に
よ

っ
て

廃
棄
処
分
さ
れ
た
い

。

凶
物
品
現
在
高
報
告
書
は
大
村
市

立
小

・
中
学
校
管
理
規
則
第
凶
条

に
よ
り
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

ω移
動
備
品
に
つ

い
て
、
今
後
桜

が
原
中
学
校
の
開
校
も
予
定
さ
れ

て
お
り
、
適
正
な
整
備
を
さ
れ
た

事

務

分

掌

各
課
の
事
務
分
掌
は
次
の
と
お
り

で
ふ
め
ヲ
。
。

庶
務
課

教
育
委
員
会
の
会
議
に
関
す
る
こ

ル」文
書
の
収
受
発
送
に
関
す
る
こ
と
。

請
願
、
陳
情
、
異
議
申
立
、
訴
願

訴
訟
及
び
和
解
に
関
す
る
こ
と
。

条
例
、
規
則
、
そ
の
他
規
程
の
制

定
改
廃
に
関
す
る
こ
と
。

職
員
の
任
命
そ

の
他
の
人
事
に
関

す
る
こ
と
。

児
童
生
徒
の
就
学
に
関
す
る
こ
と
。

通
学
区
域
の
設
定
変
更
に
関
す
る

こ井」
。

育
英
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

予
算
の
編
成
及
び
執
行
に
関
す
る

こ
と
。

教
育
財
産
の
取
得
、
管
理
及
び
処

分
に
関
す
る
こ
と
。

学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
敷
地

の
設
定
及
び
変
更
並
び
に
校
舎
そ

の
他
建
物
の
営
繕
、
保
全
の
計
画

及
び
そ
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

物
品
の
購
入
、
修
繕
及
び
処
分
に

関
す
る
こ
と
。

工
事
そ
の
他
の
請
負
契
約
に
関
す

る
こ
、
と
。

教
育
調
査
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

市
立
幼
稚
園
に
関
す
る
こ
と
。

学
校
給
食
共
同
調
理
場
の
管
理
運

営
に
関
す
る
こ
と
。

そ
の
他

ぃ
、
)
ル
」

他
謀
の
所
管
に
属
し
な

学
校
教
育
課

教
職
員
の
資
格
教
育
及
び
免
許
状

に
関
す
る
こ
と
。

学
校
教
育
課
程
及
び
教
育
指
導
に

関
す
る
こ
と
。

学
校
教
職
員
の
任
免
そ
の
他
人
事

に
関
す
る
こ
と
。

学
級
編
成
に
関
す
る
こ
と
。

教
職
員
の
教
育
相
談
、
研
修
に
関

す
る
こ
と
。

教
科
内
容
及
び
そ
の
取
扱
並
び
に

教
科
用
図
書
の
採
択
に
関
す
る
こ

〉」
。

特
殊
教
育
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

学
校
給
食
に
関
す
る
こ
と
。

そ
の
他
学
校
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

社
会
教
育
課

市
民
文
化
の
向
上
発
展
に
関
す
る

こ
と
。

文
化
財
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

公
民
館
、
図
書
館
そ
の
他
社
会
教

育
機
関
の
運
営
指
導
に
関
す
る
こ

u
y
」。

成
人
教
育
及
び
青
少
年
教
育
に
関

す
る
こ
と
。

婦
人
団
体
、
青
少
年
団
体
、

P
T

A
及
び
文
化
団
体
の
連
絡
育
成
に

関
す
る
こ
と
。

視
聴
覚
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

文
化
芸
能
に
関
す
る
こ
と
。

青
年
学
級
に
関
す
る
こ
と
。
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体
育
課

学
校
体
育
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

社
会
体
育
の
運
営
と
そ
の
指
導
に

関
す
る
こ
と
。

体
育
施
設
の
設
置
及
び
管
理
運
営

に
関
す
る
こ
と
。

教
職
員
、
児
童
生
徒
の
保
健
衛
生

に
関
す
る
こ
と
。

予
算
編
成
及
び
執
行
に
関
す
る
こ

ト」
。

体
育
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

そ
の
他
体
育
に
関
す
る
こ
と
。


